
紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業の

用地先行買収に関する説明会

令和４年８月２０日（土）

人吉市役所 復興建設部 市街地復興課

～本日の説明内容～

１ 土地区画整理事業（紺屋町地区）について

２ 用地先行買収について

資料２



１ 土地区画整理事業（紺屋町地区）について 1

1-1 被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域の設定

〇名 称：紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業
〇施行区域：上図参照
〇施行面積：約１．２ｈａ
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1-2 土地区画整理事業とは 2

土地区画整理事業の特徴

●道路や公園等の公共施設を整備・
改善し、土地を使いやすく整形化や
再配置することで、宅地の利用増進
を一体的かつ効率的に行うことがで
きます。
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◎土地区画整理事業の概念図

●土地の再配置『換地（かんち）』に
伴い、土地所有者から公共施設にか
かる用地の一部を少しずつ提供
『減歩（げんぶ）』いただくことで、
適切な公共施設が整備され、利用価
値の高い宅地が得られます。



1-3 土地区画整理事業とは 3

皆様からの減歩だけ
では、整備する道路・
公園に対して用地が不
足する見込みのため、
売却転出希望の方の土
地を用地買収（先行買
収）して、道路や公園
の用地に充てます。

◎紺屋町地区の区画整理

紺屋町地区の土地区画整理では



※ 下記の工程（案）は現時点での予定・方針（案）であり決定事項ではありません。

換地や補償などの合意形成や工事等が順調に進んだと仮定した場合のものです

1-4 土地区画整理事業の進め方
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～ 土地区画整理事業の進め方 ～

事

業

終

了

事

業

終

了

移
転
の
有
無

換
地
先
の
位
置

清
算
金
の
提
示

清
算
金
の
徴
収
・
交
付

設 計計画・協議

補
償
金
の
提
示

移
転
時
期

事
業
計
画
書
作
成
・
先
行
買
収

換地設計
実施設計

事

業

認

可

※標準的な移転補償と
工事の期間は約１年半

確

定

測

量

事業期間（目標） Ｒ６年度から
Ｒ４年度 Ｒ５年度 条件が整った街区から順次実施

土

地

区

画

整

理

事

業

Ｒ４年度

現在

県による事業計画の認可

換
地
の
場
所
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

建
物
の
移
転
が
必
要
な
場
合
は
移
転

し
て
い
た
だ
き
ま
す

宅
地
や
道
路
等
の
整
備
の
た
め
の

工
事
を
始
め
ま
す

建
物
を
再
建
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す

6/30



用地先行買収

土地区画整理事業では、基本的に土地の買い取りは行わず、換地と減歩により宅地の整
備・増進と公共施設の整備を進めていきます。

今回は、事業区域内の公共用地が少なく、皆様から土地を提供いただく（減歩）だけでは、
事業後の道路等の公共施設用地が不足するため、先行買収を行います。

2-1 土地区画整理と用地先行買収の関係について
２ 用地先行買収について 5

換地（減歩）・工事施工

ご協力いただける皆様
から土地を買い取ります。
ご協力いただける皆様
から土地を買い取ります。

先行買収が完了した後、換地設計を行い、
仮換地、工事施工などを行います。
※工事完了後、建物再建ができます。

先行買収が完了した後、換地設計を行い、
仮換地、工事施工などを行います。
※工事完了後、建物再建ができます。
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2-2 買取りの要件について

○市が評価した金額での買い取りに同意できること。
土地の評価は、専門家（不動産鑑定士）の意見などにより算定します。

○登記簿面積（公簿面積）での買い取りに同意できること。
市では、測量及び分筆登記は行いません。

○土地の境界が確定していること。

○土地に建物等がないこと。
建物基礎や工作物、庭木がある場合は、所有権の放棄が必要です。

○所有権以外の権利が設定されていないこと。
または、設定された権利を抹消できること。
共有地、相続の場合は、権利者全員の同意が必要です。
抵当権、借地権などの設定がある場合は、権利者が抹消に同意する必要があります。
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『 前提条件：土地区画整理事業区域内の土地であること。 』



2-3 買い取りを希望される方の手続きとスケジュールについて

①「土地の買い取り申出書」の提出（９月末まで）

②個別訪問

③買い取り見込みの通知

④買い取り金額などのご説明

⑤地権者様との合意、契約締結、お支払い

８
月

～

９
月

月

～
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１０

・土地の買い取り申出書を郵送します。買い取りを希望・ご検討
される方はご提出ください。（８月２４日 発送）

・買い取り希望者へ随時個別にお伺いします。また、買い取り
要件などのご説明や要件の確認をします。

・買い取り希望者へ買い取り見込みを通知します。

・土地評価や買い取り金額のご説明を行います。また、買い
取り要件などの確認も再度行います。

・買い取り要件などに合意をいただけた方と、土地売買契約
書を締結し、登記完了後にお支払いします。



【用地先行買収に関するご相談窓口】
【復興まちづくりに関するご相談窓口】

人吉市役所 復興建設部 市街地復興課
８６８－８６０１ 人吉市西間下町７－１（２階）

☎０９６６－２２－２１１１
受付時間 平日８：３０～１７：１５

買い取り申出書の書き方がわからない
迷っているなどお悩みがございましたら、
お気軽にご相談ください。
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【用地先行買収および

中心市街地地区復興まちづくりに関する相談窓口】


